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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月６日（金） ０９時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市庄ノ島西南西方沖 

 宇和島市所在の庄ノ島灯台から真方位２４２°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０７.５′ 東経１３２°２６.３′） 

事故調査の経過  平成２６年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 飛翔
ひしょう

丸、９.１トン 

   ＫＯ２－６２３２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.５８ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５５８kＷ、平成５年８月２２日 

   第２８２－１４９１４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート ＮＯＪＩＭＡ
ノ ジ マ

、５トン未満 

   ２８２－１２１７１愛媛、個人所有 

   ５.４１ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３６.８０kＷ、昭和６３年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１月２５日 

    免許証交付日 平成２１年８月１８日 

           （平成２７年３月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１９年８月９日 

    免許証交付日 平成２４年３月６日 

           （平成２９年８月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に擦過傷 

Ｂ トランサムに破損、船外機カバーに破損等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか甲板員４人が乗り組み、高知県宿毛市沖ノ島南

南西方沖の浮漁礁（土佐黒潮牧場１１号）付近で操業を行った後、操
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業で使用する餌を積み込むため、宇和島市岩松港に向け、庄ノ島南西

方沖を約１０ノットの対地速力で北進した。 

 船長Ａは、平成２６年６月６日０９時３０分ごろ、庄ノ島西南西方

沖で、衝撃音があったので、機関を全速力後進にかけて後方を見たと

ころ、Ｂ船と海面にＢ船の乗船者２人を認め、Ｂ船と衝突したことを

知り、海上保安庁へ事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、庄ノ島西南

西方沖で機関を止め、船首を北北東方に向けて錨泊し、船長Ｂが船尾

部で左舷方を向いて座り、同乗者が船首部で右舷方を向いて座り、そ

れぞれ釣り竿
ざお

を使用して釣りを始めた。 

 船長Ｂは、時折、周囲を見回していたところ、船尾方約１,０００

ｍの所に接近して来るＡ船を視認し、これまで錨泊しているときには

接近して来る他船が避けていたので、いずれＡ船がＢ船を避けていく

ものと思い、Ａ船の動静を見ながら釣りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が約４００ｍの所まで接近しても、針路及び速力に

変化がなかったので、同乗者と共に立ち上がり、両手を振って大声で

叫び、注意喚起をしたものの、Ａ船がＢ船に気付いた様子がなく、衝

突の危険を感じて同乗者と共に右舷方の海に飛び込んだ。 

 船長Ｂは、Ａ船に救助され、同乗者は、泳いでＢ船に戻った。 

 Ｂ船は、自力航行が困難であったので、Ａ船によって宇和島市のマ

リーナにえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、６月５日２２時００分ごろ高知県中土佐町久礼港を出港

し、６日０７時００分ごろまで操業を行っていた。 

 船長Ａは、速力の増加に伴って船首部が浮上し、船首方に死角（視

界が制限される状態）が生じるので、ふだん、操舵室内を左右に移動

して船首方の見張りを行っていた。 

 船長Ａは、衝突約３分前までは船首死角を補う見張りを行っていた

が、前路に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと

思い、その後、船首死角を補う見張りを行っていなかった。 

 船長Ａは、レーダーを作動させていたが、レーダー画面を見ていな

かった。 

 Ａ船の甲板員４人は、甲板上で操業に使用する餌を積み込む準備に

当たっており、Ｂ船に気付かなかった。 

 船長Ａ及び甲板員４人は、救命胴衣を着用していなかった。 

 Ｂ船は、水深約４５ｍの所で船首から合成繊維製錨索を約８０ｍ繰

り出して錨泊していた。 

 Ｂ船は、黒色球形の形象物を掲げていた。 

 Ｂ船は、レーダー及び音響信号設備がなかった。 
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 本事故当時、Ｂ船付近には他船はいなかった。 

 船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、庄ノ島西南西方沖を北進中、船長Ａが、船首方に他船はい

ないものと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、庄ノ島西南西方沖で釣りをして錨泊中、船長Ｂが、船尾方

約１,０００ｍの所に接近するＡ船を視認し、いずれＡ船がＢ船を避

けていくものと思っていたところ、Ａ船が針路及び速力を変えずに接

近して来るので、同乗者と共に立ち上がり、両手を振って大声で叫

び、注意喚起をしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、庄ノ島西南西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が釣り

をして錨泊中、船長Ａが、船首方に他船はいないものと思い、船首死

角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首死角が生じる場合は、死角を補う適切な見張りを行うこと。 

 ・操業を終えて、航行中、疲労等から集中力が低下することもある

ことを考慮して見張りを行うこと。 

 


